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平成21年第１回定例会 

富 良 野 市 議 会 会 議 録 

 

 

平成21年３月23日（月曜日）午前10時01分開議 
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◎議事日程（第７号） 

 日程第 １ 議案第 １号～第10号、 

       議案第18号、第22号、第24号、 

       （予算特別委員長報告） 

 日程第 ２ 議案第20号 富良野市住宅改修促進助成条例の制定について 

 日程第 ３ 議案第21号 富良野市情報共有と市民参加のルール条例の一部改正について 

 日程第 ４ 議案第23号 富良野市立へき地保育所設置条例の一部改正について 

 日程第 ５ 議案第25号 富良野市営住宅条例の一部改正について 

 日程第 ６ 議案第26号 富良野市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

議案第27号 富良野市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部改正について 

 日程第 ７ 議案第28号 富良野市防災会議条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第29号 富良野地区学校給食組合の解散について 

       議案第33号 富良野地区学校給食組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第 ９ 議案第30号 富良野地区環境衛生組合の解散について 

       議案第34号 富良野地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第 10 議案第31号 富良野広域串内草地組合の解散について 

       議案第35号 富良野広域串内草地組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第 11 議案第32号 富良野地区消防組合の解散について 

       議案第36号 富良野地区消防組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第 12 議案第38号 市道路線の認定及び変更について 

 日程第 13 議案第39号  富良野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第 14 議案第41号  平成20年度富良野市一般会計補正予算（第12号） 

 日程第 15 議案第42号  平成20年度富良野市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第 16 議案第43号  平成21年度富良野市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第 17 議案第44号  富良野市議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例の一部を改正する条例の 

一部改正について 

 日程第 18 富良野市農業委員会委員の推薦について 

 日程第 19 常任委員会委員の選任 

 日程第 20 議会運営委員会委員の選任 

 動   議 議会改革特別委員会の設置について 

 動   議 議会広報特別委員会の設置について 

 日程第 21 意見案第２号 肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書 

 日程第 22 意見案第３号 季節労働者対策の強化を求める意見書 

 日程第 23 意見案第４号 中山間地域等直接支払い交付金制度の継続に関する意見書 

 日程第 24 閉会中の所管事務調査について 



 

───────────────────────────────────────────── 

◎出席議員（18名） 

議 長 18番 北  猛 俊 君 副議長 17番 日 里 雅 至 君 

 １番 佐 々 木  優 君  ２番 宮 田  均 君 

 ３番 広 瀬 寛 人 君  ４番 大 栗 民 江 君 

 ５番 千 葉 健 一 君  ６番 今  利 一 君 

 ７番 横 山 久 仁 雄 君  ８番 岡 本  俊 君 

 ９番 宍 戸 義 美 君  10番 大 橋 秀 行 君 

 11番 覚 幸 伸 夫 君  12番 天 日 公 子 君 

 13番 東 海 林 孝 司 君  14番 岡 野 孝 則 君 

 15番 菊 地 敏 紀 君  16番 東 海 林  剛 君 

───────────────────────────────────────────── 

◎欠席議員（０名） 

───────────────────────────────────────────── 

◎説 明 員 

市 長 能 登 芳 昭 君 副 市 長 石 井  隆 君 

総 務 部 長 細 川 一 美 君 保 健 福 祉 部 長 高 野 知 一 君 

経 済 部 長 石 田  博 君 建 設 水 道 部 長 岩 鼻  勉 君 

看 護 専 門 学 校 長 登 尾 公 子 君 保健福祉部参事監 中 田 芳 治 君 

総 務 課 長 松 本 博 明 君 財 政 課 長 清 水 康 博 君 

教育委員会委員長 児 島 応 龍 君 企 画 振 興 課 長 鎌 田 忠 男 君 

教育委員会教育長 宇 佐 見 正 光 君 教育委員会教育部長 杉 浦 重 信 君 

農 業 委 員 会 会 長 藤 野 昭 治 君 農業委員会事務局長 大 西 克 男 君 

監 査 委 員 松 浦  惺 君 監査委員事務局長 中 村  勇 君 

公平委員会委員長 島  強 君 公平委員会事務局長 中 村  勇 君 

選挙管理委員会委員長 藤 田  稔 君 選挙管理委員会事務局長 古 東 英 彦 君 

───────────────────────────────────────────── 

◎事務局出席職員 

事 務 局 長 藤 原 良 一 君 書 記 鵜 飼 祐 治 君 

書 記 日 向  稔 君 書 記 大 津  諭 君 

書 記 渡 辺 希 美 君    
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午前10時01分 開議 

（出席議員数18名） 

───────────────────────── 

開  議  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） これより、本日の会議を開きます。 

───────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には 

千 葉 健 一 君 

覚 幸 伸 夫 君 

を御指名申し上げます。 

───────────────────────── 

諸 般 の 報 告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君）事務局長をして諸般の報告をいたさ

せます。 

事務局長藤原良一君。 

○事務局長（藤原良一君） -登壇- 

議長の諸般の報告を朗読いたします。 

市長より提出の事件、追加議案、議案第41号から議案

第43号につきましては、お手元に配付のとおりでござい

ます。 

次に、議会側提出事件、議案第44号、予算特別委員会

報告、農業委員会委員の推薦、常任委員会委員の選任、

議会運営委員会委員の選任、意見案3件、事務調査の申

し出等につきましては、本日御配付の議会側提出件名表

ナンバー2に記載のとおりでございます。 

以上でございます。 

───────────────────────── 

議会運営委員長報告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本定例会の運営に関して、議会運

営委員会より報告を願います。 

議会運営委員長岡本俊君。 

○議会運営委員長（岡本俊君） －登壇－ 

議会運営委員会より3月18日予算特別委員会終了後及

び本日、委員会を開催し、追加議案の取り扱いについて

審議いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。 

追加議案は、市長側提出案件が3件で、内容は、20年

度補正予算2件、21年度補正予算1件でございます。 

議会側提出が9件で、内容は、予算特別委員会報告、

農業委員会委員の推薦、常任委員会の選任、議会運営委

員会委員の選任、条例1件、意見案3件及び閉会中の事

務調査1件でございます。 

なお、先ほど議長あてに議会広報特別委員会並びに議

会改革特別委員会設置の動議が提出されましたので、本

日の日程に追加願います。 

また、事件外といたしまして市長の行政報告がござい

ます。 

いずれも本日の日程の中で審議を願うことにしており

ます。 

以上申し上げまして、議会運営委員会からの報告を終

わらせていただきます。 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

ただいま議会運営委員長より報告のとおり、本定例会

を運営いたしたいと存じます。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よってただいまお諮りのとおり決しました。 

───────────────────────── 

行  政  報  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） ここで、市長より行政報告の申し

出がありましたので、これを許可いたします。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

議長のお許しをいただきましたので、行政報告いたし

ます。 

1 件目は、視聴覚障害者の身体障害者手帳についてで

あります。 

重度視聴覚障害に対する身体障害者手帳の不正取得問

題につきましては、札幌市の耳鼻咽喉科医の虚偽の診断

書が発端でありますが、この医師の診断書による手帳申

請者数は、平成20年12月現在までで、政令市等を除く

北海道の管轄では650人であり、そのうち、再検査等に

よる手帳返還者は626人となっております。 

本市における重度視覚障害者の身体障害者手帳の交付

者数は、平成20年2月時点では41人で、そのうち7人

が当該医師の診断による身体障害者手帳の取得者である

ことが判明しております。 

このことから、上川支庁保健福祉部は、平成 20 年 2

月、富良野市保健センターにおいて、身体障害者福祉法

に基づく障害程度の予備審査を行いました。 

その結果、本年2月までに7人全員から身体障害者手

帳が自主的に返還されたところであります。 

なお、このことに伴う重度心身障害者医療費助成制度

の助成金受給については、受給期間、助成費総額を、現

在、調査中でございますが、当該対象者の障害者手帳の

不正取得が立証された段階で、北海道と協議し、助成金

の返還について検討する予定でございます。 

2 件目は、地域高規格道路旭川十勝道路の富良野北道

路の新規事業採択についてであります。 

平成21年3月13日、地域高規格道路旭川十勝道路の



うち、富良野市字学田から中富良野町字中富良野の 5.7

キロメートル区間の富良野北道路が整備区間として、新

規事業採択されました。 

現在整備中の富良野道路は、平成21年度トンネル工事

に着工の予定であり、富良野北道路の新規事業採択によ

り、旭川十勝道路の整備が一層推進されるものと期待さ

れているところであります。 

今後とも、旭川十勝道路整備促進期成会会長として、

国土交通省を初め、各関係機関に対し、本道路の整備促

進に向け、引き続き要請してまいります。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 以上で市長の行政報告を終わりま

す。 

───────────────────────── 

日程第１ 

議案第１号～議案第10号、議案第18号、議案

第22号、議案第24号 

（予算特別委員長報告） 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第1、議案第1号から議案第

10 号まで並びに議案第18 号、議案第22 号、議案第24

号、以上13件を一括して議題といたします。 

本件 13 件は予算特別委員会に付託した案件でありま

す。 

予算特別委員長の報告を求めます。 

予算特別委員長菊地敏紀君。 

○予算特別委員長（菊地敏紀君） -登壇- 

予算特別委員会より審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

本委員会は、3月9日議員全員をもって設置され、議

案第1号ほか12件の議案審査の付託を受け、同日、正副

委員長の選出を行い、3月16、17、18日の3日間にわた

り審査を行いました。 

本議会第1日目は、理事者から提案されました予算概

要にもありますように、平成21年度一般会計、特別会計、

企業会計合わせて総額180億3,860万円の平成21年度当

初予算と、これに関する付託議案について、詳細な質疑

を重ね審査を行ったところであります。 

審査に当たっては、国の基本方針2006に沿って地方財

政対策などをふまえ、財政健全化計画を基本に、各事業

事務の見直し、人件費の縮減を初めとした行政改革を行

い、さらに財政調整基金の運用などにより、財源補てん

を行って編成された予算の状況に当たって、各種事業の

適正な執行の観点から質疑が行われました。 

各委員からは富良野広域連合負担金、移住促進事業、

総合計画策定事業、高齢者等緊急通報システム事業、学

童保育センター運営費、救急医療啓発普及事業、ごみ減

量と再資源化啓発事業、緊急雇用創出事業、農村実態調

査事業、農地、水、環境保全対策事業、有害鳥獣対策、

各種融資事業、通年滞在型観光推進事業、市道橋長寿命

化修繕計画策定事業、富良野道路関連事業、適応指導事

業、教育バス運送事務事業などについての質疑が行われ

ました。 

また、国民健康保険特別会計の保険料滞納者の対応に

ついて、ワイン事業会計では、製造販売と原料ぶどう耕

作農家対策について質疑が行われました。 

質疑終了後、討論の申し出はなく、採決の結果、議案

第1号から議案第10号まで、並びに議案第18号、議案

第22号及び議案第24号の付託議案全議案について、全

会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと

決定した次第であります。 

なお、審査中述べられました意見を十分検討され、予

算の適切な執行に当たられますようお願いを申し上げ、

審査の経過と結果の報告といたします。 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

本件は、委員長の報告に関する質疑及び討論は省略し、

直ちに採決いたしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は質疑、討論を省略することに決しました。 

これより本件13件の採決を行います。 

初めに議案第1号、平成21年度富良野市一般会計予算

及び関連する議案第18号、富良野市財政調整基金の処分

について、議案第22号、富良野市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて、以上3件について一括して採決を行います。 

お諮りをいたします。 

本件3件の委員長報告は、可決すべきものであります。 

本件3件について、委員長報告のとおり決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件3件は委員長報告のとおり、可決すること

に決しました。 

次に、議案第2号、平成21年度富良野市国民健康保険

特別会計予算、議案第3号、平成21年度富良野市介護保

険特別会計予算、及び関連する議案第24号、富良野市介

護保険条例の一部改正について、議案第 4 号、平成 21

年度富良野市老人保健特別会計予算、議案第5号、平成

21年度富良野市後期高齢者医療特別会計予算、議案第6

号、平成21年度富良野市公設地方卸売市場事業特別会計

予算、議案第7号、平成21年度富良野市公共下水道事業

特別会計予算、議案第8号、平成21年度富良野市簡易水

道事業特別会計予算、議案第9号、平成21年度富良野市

水道事業会計予算、議案第10号、平成21年度富良野市
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ワイン事業会計予算、以上10件について一括して採決を

行います。 

お諮りをいたします。 

本件10件の委員長報告は可決すべきものであります。 

本件10件について、委員長報告のとおり決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件10件は、委員長報告のとおり可決すること

に決しました。 

───────────────────────── 

日程第２ 

議案第 20 号 富良野市住宅改修促進助成条例

の制定について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第2、議案第20号、富良野市

住宅改修促進助成条例の制定についてを議題といたしま

す。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

1番佐々木優君。 

○1番（佐々木優君） この条例の第3条ですけれども、

予算の範囲以内というふうになっておりましたけれども、

この内容について。それから申請する状況によって、も

ちろんこれも変動することだとは思いますけれども、優

先順位など、その辺の考え方をお願いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) ただいまの御質問にお答え

をいたします。 

予算の範囲内ということでありますけども、予算はい

ま50件、1,000万円を予定をしております。 

それから、これに関してはですね、申し込み順番とい

うことで、今想定をしているところであります。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） 先日、名寄の実態をお話しまし

たけれども、3 年目を迎えた去年の話ですけれども、4

月から6月の2カ月間で、今言われた3倍の150件がす

ぐにいっぱいになってしまうという名寄での状況、それ

がイコール富良野でも同じになるかどうかというのはや

ってみなければわからないことですけども、そういう状

況から考えるとオーバーする可能性、足りないのではな

いのかなというふうに思うわけですけれども、そうなっ

た場合の手だてというのは考えておられないのでしょう

か。 

あくまでも1,000万円が限度ということなんでしょう

か。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) ただいまの御質問にお答え

をいたします。 

この事業、平成21年、22年、23年リフォーム工事、

リフォームの助成をいま予定をしているとこであります。 

それで、21年度に関しましては、スタートの年という

ことであります。 

こういう状況の中で 50 件というのが多いのか少ない

のかというような状況でありますけれども、今後、こと

しも含めて3年間実施していく予定でありますので、初

年度におきましてはですね、50件ということで、それ以

降については、今後その状況を見ながらということにな

ろうかというふうに思いますけれども、今年度について

は50件を今、想定をしているところであります。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） その後の状況を見ながらという

ことですけれども、追加というか補正もありうるという、

申請の状況を見て、そういうふうに理解をしてよろしい

のかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) はい、お答えをいたします。 

先ほども申し上げましたように、3 年間の事業という

ことでありますので、初年度においてはですね 50 件、

1,000 万円ということで今想定をしているところであり

ます。 

それが、状況的にですね、件数がかなり多くて、事業

効果が出てきているということがわかるような状況であ

ればですね、3 年度の最終年度で調整をするというよう

な考え方になっていこうかと思いますけれども、現状で

はまだ、ここ1、2年についてはですね、50 件で実施し

ていきたいというふうに考えているところであります。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

 - 143 -



日程第３ 

議案第 21 号 富良野市情報共有と市民参加の

ルール条例の一部改正について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第3、議案第21号、富良野市

情報共有と市民参加のルール条例の一部改正についてを

議題といたします。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

1番佐々木優君。 

○1番（佐々木優君） 条例35 条の改正ですけれども、

3 年を超えない範囲でという今までの条文だったわけで

すけども、この文章を読み取ると、変更の必要があると

認められた場合は、随時変更出来る、見直しが出来ると

いうような条項だったと思うんですけれども、今度改正

されますと3年ごとにと、区切りをつけて、途中での見

直しはせずに3年ごとに区切りをつけていくというふう

に理解を、確認ですけれども、させていただいてよろし

いんでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

総務部長細川一美君。 

○総務部長（細川一美君） 佐々木議員の御質問にお答

えいたします。 

今回の条例改正につきましては、3 年ごとにということ

で区切りをつけないで、3年ごとに、3年目にそれを行う

という考え方です。 

以上です。 

○議長（北猛俊君）よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） ちょっとよくいま理解できない

んです。 

3年ごとにっていうことは、3年に一度、3年たったら

見直す。 

中間では、多少問題があっても3年間は見直さないと

いう、それは今まで3年半やってきて改正点はなかった

わけですから、そんなそれほど大きな問題はないとは思

いますけれども、市民の皆さんから何か指摘がされた場

合、3年ごとにという。 

だから3年間は今のまま条例を変えず、見直さないと

いう、逆に言いますとそういうように理解していいのか

ということで聞いたんですけれども、ちょっとその辺が

明確でなかったんでもう一度お伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

総務部長細川一美君。 

○総務部長（細川一美君） 再質問にお答えいたします。 

3 年ごとにという部分でありますけども、中間には見

直しを行わないということで、考えで、3 年後の中で 3

年ごと、3 年ごとに見直しを行うということの考え方で

ございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

なければ以上で本件の質疑を終わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第４ 

議案第 23 号 富良野市立へき地保育所設置条

例の一部改正について 

──────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第4、議案第23号、富良野市

立へき地保育所設置条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第５ 

議案第 25 号 富良野市営住宅条例の一部改正

について 

 ─────────────────────―─ 

○議長（北猛俊君） 日程第5、議案第25号、富良野市

公営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 
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よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第６ 

議案第 26 号 富良野市乳幼児等医療費の助成

に関する条例の一部改正について 

議案第 27 号 富良野市重度心身障害者及びひ

とり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部改正について 

─────────―─────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第6、議案第26号、富良野市

乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正について

及び議案第27号、富良野市重度心身障害者及びひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について

を一括議題といたします。 

これより本件2件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件2件の質疑を

終わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件2件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件2件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第７ 

議案第 28 号 富良野市防災会議条例の一部改

正について 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 日程第7、議案第28号、富良野市

防災会議条例の一部改正についてを議題といたします。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第８ 

議案第 29 号 富良野地区学校給食組合の解散

について 

議案第 33 号 富良野地区学校給食組合の解散

に伴う財産処分について 

─────────―─────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第8、議案第29号、富良野地

区学校給食組合の解散について及び議案第33号、富良野

地区学校給食組合の解散に伴う財産処分についてを一括

議題といたします。 

これより本件2件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件2件の質疑を

終わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件2件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件2件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第９ 

議案第 30 号 富良野地区環境衛生組合の解散

について 

議案第 34 号 富良野地区環境衛生組合の解散

に伴う財産処分について 

─────────―─────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第9、議案第30号、富良野地

区環境衛生組合の解散について及び議案第34号、富良野

地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分についてを一括

議題といたします。 

これより本件2件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件2件の質疑を

終わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件2件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件2件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第10 

議案第 31 号 富良野広域串内草地組合の解散

について 

議案第 35 号 富良野広域串内草地組合の解散

に伴う財産処分について 

─────────―─────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第10、議案第31 号、富良野

広域串内草地組合の解散について及び議案第35号、富良
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野広域串内草地組合の解散に伴う財産処分についてを一

括議題といたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

これより本件2件の質疑を行います。 ○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

質疑ございませんか。 よって本件は原案のとおり可決されました。 

（「なし」と呼ぶ者あり） ───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件2件の質疑を

終わります。 

日程第13 

議案第 39 号 富良野市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例の一部改正について 討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 ─────────────────────―─――  

本件2件に御異議ございませんか。 ○議長（北猛俊君） 日程第13、議案第39 号、富良野

市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件2件は原案のとおり可決されました。 これより本件の質疑を行います。 

───────────────────────── 質疑ございませんか。 

日程第11 （「なし」と呼ぶ者あり） 

議案第 32 号 富良野地区消防組合の解散につ

いて 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

議案第 36 号 富良野地区消防組合の解散に伴

う財産処分について 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

─────────―─────────────── 本件に御異議ございませんか。 

○議長（北猛俊君） 日程第11、議案第32 号、富良野

地区消防組合の解散について及び議案第36号、富良野地

区消防組合の解散に伴う財産処分についてを一括議題と

いたします。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

これより本件2件の質疑を行います。 日程第14 

質疑ございませんか。 議案第41号 平成20年度富良野市一般会計補

正予算（第12号） （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件2件の質疑を

終わります。 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 日程第14、議案第41号、平成20

年度富良野市一般会計補正予算を議題といたします。 討論を省略いたします。 

提案者の説明を求めます。 お諮りいたします。 

副市長石井隆君。 本件2件に御異議ございませんか。 

○副市長（石井隆君） -登壇- （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議案第41号、平成20年度富良野市一般会計補正予算

について御説明を申し上げます。 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件2件は原案のとおり可決されました。 

このたび提案いたしました富良野市一般会計補正予算

第12号は、歳入歳出それぞれ、3億9,565万6,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を116億5,435万9,000円

にしようとするものと、繰越明許費の補正で変更2件で

ございます。 

───────────────────────── 

日程第12 

議案第38号 市道路線の認定及び変更について 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 日程第12、議案第38 号、市道路

線の認定及び変更についてを議題といたします。 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げま

す。 これより本件の質疑を行います。 

6、7ページ中段でございます。 質疑ございませんか。 

2 款総務費は、国の補正予算に伴う定額給付金で、3

億8,125万6,000円の追加でございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 3 款民生費は、同じく国の補正予算に伴う子育て応援

特別手当で、1,440万円の追加でございます。 討論を省略いたします。 

次に、歳入について御説明を申し上げます。 お諮りいたします。 
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同ページ上段でございます。 （「了解」と呼ぶ者あり） 

15款国庫支出金は、国庫補助金で、子育て応援特別手

当交付金、1,440万円及び定額給付金給付事業費補助金3

億8,125万6,000円、合わせて、3億9,565万6,000円

の追加でございます。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） 7款商工費、商工振興費の…、地域

しん…、まだ早い…、次か…、すいません。 

戻りまして3ページでございます。 ○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

第2条繰越明許費の補正は、第2表のとおり定額給付

金給付事業、子育て応援特別手当支給事業で、事務費分

について設定しておりました金額に、定額給付金、子育

て応援特別手当の金額を加え、繰越明許費の金額を記載

のとおり変更しようとするものでございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

以上、平成20年度富良野市一般会計補正予算について

御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い

を申し上げます。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 よって本件は原案のとおり可決されました。 

質疑は本件全体について行います。 ───────────────────────── 

質疑ございませんか。 日程第15 

7番横山久仁雄君。 議案第42号 平成20年度富良野市介護保険特

別会計補正予算（第４号） ○7番（横山久仁雄君） 1点だけ確認をさせていただき

たいと思います。 ─────────────────────―─――  

この、きのう、今日ぐらいでですね、新聞でも言われ

ております、この定額給付金の給付に関してですね、ド

メスティックバイオレンスと言われているそういう状況

が、一般論でですけどもそういう家庭があるかというふ

うに思います。 

○議長（北猛俊君） 日程第15、議案第42号、平成20

年度富良野市介護保険特別会計補正予算を議題といたし

ます。 

提案者の説明を求めます。 

副市長石井隆君。 

ただ、本市の場合、そういった状況があるのかどうか

定かではありませんけれども、ドメスティックバイオレ

ンスの被害者の方は、この支給基準からいうとですね、

世帯主に給付をされると、こういうことですので、被害

者の方は世帯主から離れていると、かつ、そういった事

情であれば、自分の居所を世帯主の方にはわからなくし

てですね、そして被害者の方はどこかで住んでいると、

こういうことが考えられるわけですが、本市の場合に、

その該当すると思われるような、そういう事案というの

は、いま考えられないのかどうか、そこの辺のとこだけ

確認をいたしたいと思います。 

○副市長（石井隆君） -登壇- 

議案第42号、平成20年度富良野市介護保険特別会計

補正予算について御説明を申し上げます。 

このたび提案いたしました富良野市介護保険特別会計

補正予算第 4 号は、歳入歳出それぞれ、1,226 万 1,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を15億9,413万5,000

円にしようとするものでございます。 

以下、その概要について歳出から御説明を申し上げま

す。 

6、7ページでございます。 

8 款基金積立金は、介護従事者処遇改善臨時特例基金

積立金で、1,226万1,000円の追加でございます。 ○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

次に歳入について御説明を申し上げます。 総務部長細川一美君。 

同ページの上段でございます。 ○総務部長（細川一美君） 横山議員の御質問にお答え

いたします。 3 款国庫支出金は、介護従事者処遇改善臨時特例交付

金で1,226万1,000円の追加でございます。 定額給付金のドメスティックバイオレンスの関係でご

ざいますけれども、本市としましては、市内に2名ほど

おられるという状況は押えてございます。 

以上平成 20 年度富良野市介護保険特別会計補正予算

について御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほ

どお願いを申し上げます。 この方については、既に本人からの申し出という扱い

の中で、給付作業が開始可能という判断をさせていただ

いてございますので、このように御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑は本件全体について行います。 

質疑ございませんか。 

1番佐々木優君。 ○議長（北猛俊君） よろしいですか。 
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○1 番（佐々木優君） 介護従事者の処遇改善というこ

とで、不十分ではあると思いますけれども、非常に大事

な予算が計上されたというふうに思っておりますけれど

も、この意図するものをどういうふうにこう、そのよう

にいま言いました介護従事者の処遇改善ということで、

具体的にはどういうように生かしていくのか、その方法

について1点お伺いいたしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長高野知一君。 

○保健福祉部長（高野知一君） 佐々木議員の質問にお

答えいたします。 

この積立金につきましては、さきの基金条例が制定を

されましたので、ここに繰り入れをするというかかわり

での予算がございますので、この点については御理解い

ただきたいなと思います。 

また、介護保険の従事者の処遇改善臨時特例基金にか

かわる 3％の取り扱いにつきましては、これは国の方と

して平成21年度で制定をした状況でございますので、い

ま介護保険をめぐる動向といたしまして、介護従事者の

労働条件等の改悪をですね、あるということですから、

そういう中を改善していくという状況になっています。 

したがいまして、介護保険法でいう、それぞれのたくさ

んのサービスがございますから、今回の改正に伴いまし

ても、広く、多岐にわたりましてですね、この 3％を配

分をすると、こういう状況になってますので、私どもも、

地域におけるそれぞれのサービスについても、それぞれ

の事業体がそれぞれの給付を受けることによって、その

収入をもって労働者の改善に充てていくということでご

ざいますので、それぞれの事業者の努力にお願いを申し

上げたいと、このように期待をしているところでござい

ます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） 言っていることはわかるんです

けど、期待するのみで具体的にどうのこうのという、そ

の1,200万の予算については期待をするという点で終り

なのでしょうか。 

それもまたしょうがないと言えばしょうがないと理解

はするんですけれども、少し残念なような気がするんで

すけれども、その辺の回答は。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長高野知一君。 

○保健福祉部長（高野知一君） 再質問にお答えをいた

します。 

介護給付のサービス内容は、本当に御承知のとおり多

岐にわたっております。 

今回の 3％の範囲内についてもですね、状況に応じて

非常に奥深いところも含めて、見られているところがご

ざいますので、私どもの市内における例えば、通所の問

題だとか、あるいは特別養護老人ホームの問題だとか、

いろんなことも含めてはですね、それぞれの項目にした

がっていわゆる加算がそれぞれされてますから、そうい

う面でそれぞれの施設が努力をしてもらうということし

か、私どもでは今のところとらえようがありません。 

したがいまして、年間にわたりまして、21 年度、22

年度含めまして今回の場合1,098万円。 

プラスしまして宣伝周知費ということで128 万 1,000

円いただきますから、あわせまして1,226万1,000円で

ございますので、2年間にわたっての3％、約1,100万ぐ

らいの数字でございますけれども、これが広く渡ってで

すね、それぞれの事業者から介護労働者のいわゆる環境

整備あるいは労働条件の改善等に、私どもはつながるも

のと思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） 今の、ただいまの答弁に関連

してですね、改めてお伺いをしたいと思いますけれども、

この介護施設等のですね、労働条件の改善っていうのが

久しく言われてきているわけですが、なかなかこれが直

らなかったという、そういう意味ではですね、介護報酬

の問題も一方でありつつですね、結局は、事業体が民間

企業であったりですね、そういった中で、それぞれの事

業所のモラルにですね、よりかかったままできていたこ

とが、なかなかこの労働条件の改善というところに遅々

として進まなかったというこれまでの経過があると思う

んです。 

そういった意味ではですね、その介護労働者の労働条

件が非常に悪いというかですね、労働条件が必ずしも良

好にないということからですね、それの介護報酬に基づ

いて運営をしている事業体が、その介護報酬以上の労働

条件を確保するというのは難しいということに、ようや

く気がついたのだろうというふうに思います。 

そういった意味ではですね、先ほど部長言われました

ように、このことについてですね、それぞれの個々の事

業所の良識なり、あるいはモラルに委ねるということだ

けでは不十分ではないのか。 

そういった意味ではですね、なんらの担保もない中で、

これだけが議論されてもしょうがないのかなというふう

に思うんです。 

そういった意味ではですね、これはしっかりですね、

監視をしていただきたいと。 

それと、場合によってはですね、政策誘導も必要なの

 - 148 -



かなというふうに思いますが、その辺のところをですね、

その意気込みも含めてですね、少しお話をいただきたい

と思います。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 （「なし」と呼ぶ者あり） 

保健福祉部長高野知一君。 ○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 ○保健福祉部長（高野知一君） 横山議員の質問にお答

えをいたします。 討論を省略いたします。 

さきほど、佐々木議員のなかでも多少お話したところ

なんですが、平成21年度の介護報酬の改定の概要の中で

はですね、1 点目にはサービス機能の特性に応じた、い

わゆる人員が不足をしているということも含めてありま

すから、一つには人材確保の問題が一つにはございます。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

二つ目にはやっぱり、いま現在、労働条件の関係から

含めていわゆる給与の面がですね、非常に悪いというこ

とで離職者が多いということですから、そういう面での

反映をすると、いわゆる給与の面で反映するというのが

一つの点であります。 

───────────────────────── 

日程第16 

議案第43号 平成21年度富良野市一般会計補

正予算（第１号） 

─────────────────────―─――  

3 点目には、全国的にいきますと、それぞれのサービ

スの内容もやっぱり地域格差があるということでござい

ますから、地域格差をどう埋めていくかというとこで、

地域のいわゆる差の低いところについて、より重点的に

ですね配分をすると、こういう状況のものも入ってござ

います。 

○議長（北猛俊君） 日程第16、議案第43号、平成21

年度富良野市一般会計補正予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

副市長石井隆君。 

○副市長（石井隆君） -登壇- 

議案第43号、平成21年度富良野市一般会計補正予算

について御説明を申し上げます。 したがいまして、さきほども言いましたけれども、介

護保険のサービス自体は、ほんとに幅広く、いわゆる広

がっていまして、それぞれに細かく今回の 3％は配分を

されています。 

このたび提案いたしました富良野市一般会計補正予算

第1号は、歳入歳出それぞれ1,000万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を106億9,200万円にしようとするもの

でございます。 特にさきほど言いましたように、重点的に地域サービ

スの部分からいけば、いわゆる居宅サービスの関係も含

めて、いわゆる地域の方ではいわゆるより多く配分され

てるというですね、そういう実態でございますから、そ

れぞれの地域、地域によって、それぞれの事業展開がさ

れることによって、従前よりも上回った部分がいわゆる

報酬として入ってくるわけですから、その分をあとどう

いう形でですね、その事業者が配分をするかということ

になれば、それぞれの事業メニューのあり方によって多

く配分されることは確実でございますから、そういう面

では、事業所に委ねることしかないのではないかと思い

ます。 

以下、その概要について歳出から御説明を申し上げま

す。 

6、7ページの下段でございます。 

7 款商工費は、富良野商工会議所、山部商工会及び関

係団体と連携をして、経済対策として実施する地域振興

消費拡大推進事業補助金で、1,000 万円の追加でござい

ます。 

次に、歳入について御説明を申し上げます。 

同ページの上段でございます。 

21款諸収入は、備荒資金組合交付金で、1,000万円の

追加でございます。 

以上、平成21年度富良野市一般会計補正予算について

御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い

を申し上げます。 

いま現在、国の方からは、それぞれの検収のあり方、

検証のあり方についてはまだ何も言ってきておりません

ので、私どもも今後そういった点ではですね、注目はせ

んきゃならんと思います。 ○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑は本件全体について行います。 したがいまして、今後の国の動向も含めてですね、私

どもも注視をしていきたいと、そのように思いますので、

現時点においては、その程度しか答弁ができませんので

御理解をいただきたいと思います。 

質疑ございませんか。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） ただいまご説明ございましたけ

れども、これについて、定額給付金ですね、3.8 億円、以上です。 
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約3億8,000万の地域内循環をどう図っていくかという

発想から出てきたものというふうに理解をいたしており

ます。 

一般質問でも、二人の、2 名の議員から質問があり、

それに対する答弁も、答弁に対してですね、この 1,000

万という数字が出てまいりまして、この、すべて行政が

全て負担をしていくのかということで、一様に驚きの目

をもってとらえられたというふうに私も理解をいたして

おります。 

これは、市内の共通商品券を活用して対応するという

ことでありますが、それに対して1,000万、行政として

補助をしていくということでありますが、これについて

はですね、行政だけではなく、その民間も含めて、事業

主体も含めて応分の負担をしていただく中で、いわばそ

の官民力を合わせて、この経済振興をしていくというの

が、本来の姿ではないのかなというふうに考えておりま

す。 

議会運営委員会の中で、18日の議会運営委員会の中で

も、御説明がありましたけれども、一つ、この本会議の

場でですね、その後の協議経過含めて、御答弁をいただ

きたいというふうに思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 東海林議員の御質問にお答え

させていただきます。 

地域振興消費拡大推進事業ということで、経過も含め

てということでございますので、経過も含めまして内容

と現在の状況を御説明させていただきたいと思います。 

いま、御案内のように、国より定額給付金の支給がな

されるという状況になりました。 

この定額給付金が少しでもですね、地域なり、圏域な

り、この富良野地域の中で少しでも消費を図らさしてい

ただきたい。 

そしてそれを、市の経済対策といたしましてですね、

地域の商店街の振興及び活性化及び高揚を図る上からも、

何らかの形で地域内で消費を図る方策を検討していきた

いということで、検討とさせていただいたところでござ

います。 

本来ですと、以前、10年ほど前にございました地域振

興券ということで、これらで対応するのがベストだと言

うことで、私どもも内部論議をしたところでございます

が、御案内のように、この地域振興券につきましては相

当の時間と労力もかかるということございます。 

券の発行、それから商店街等との協定、契約等々もご

ざいます。 

したがいまして4月に予定されておりますところの定

額給付金の給付には、なかなか時間的に間に合わないと

いうことで、なかなか現実的ではないということも相な

ったところございます。 

そこで、市の経済対策といたしましても、現在流通し

ているところの、富良野商工会議所発行の富良野市内共

通商品券でのお取り扱いをしてはどうかという一つの案

がなったところでございます。 

これにつきましては御案内のように、平成17年から試

験的に販売等々がされまして、18、19、20と試験も含め

ますと、約4カ年の実績を持っているところでございま

す。 

したがいまして、ある一定程度市民の方にもなじみが

あるんではなかろうかということで、これらを総合的に

検討の結果、富良野市内共通商品券を使わしていただい

て、地域の振興に発展させたいと、そして、よりその振

興の、消費の一層の促進を図っていくために、富良野市

内共通商品券にプレミアつき、プレミアを一定程度付け

てはどうかということに検討なったところでございます。 

したがいまして、そのプレミアムという内容でござい

ますが、商品券1万円に対しまして、プレミアム分とい

たしまして1,000円を市よりの補助と、補助金として支

援をすると。 

したがいまして、1組1万1,000円が1組となる商品

券となるというのが一点でございます。 

また、補助額につきましては最高を1,000万円、プレ

ミアム分としましては、最高を1,000万円とすると、し

たがいまして、1,000 円のプレミアム分ということでご

ざいますので、1 万組をセットすると、用意するという

ことでございます。 

そして、3 番目といたしましては、富良野市内共通商

品券の販売総額を、1億1,000 万円とすると、こういう

ことになったところでございます。 

そこで、この富良野市内共通商品券につきましては、

3％の手数料が発行団体でございます富良野商工会議所

が、3％の手数料をいただいているということでございま

す。 

1億1,000万円、総額でございますので、3％でござい

ますので、330 万円が手数料ということで、当然、この

実施につきましては、費用を要するものですから、3％で

費用を補うということでございます。 

また独自にですね、協議の中からぜひ地域内で商工会

議所としてもですね、それぞれの商店街、商工会等々、

連絡をとる中から、力を入れきっていきたいということ

で、商工会議所といたしましてもですね、いま申し上げ

ました3％との同額、330万円を拠出いたしまして、3％

の330万円、いま申し上げました商工会独自の330万円、

合せまして660万円で、この事業に対して取り扱いをし

ていくと。 

当然、期間中、それぞれセールということで、販売強

化セールということで行われます。 
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商工会議所、山部の商工会、富良野市商店街連絡協議

会等々が連携をいたしまして、消費拡大、セールスイベ

ント、また、福引きなども行いたいという予定になって

ございます。 

で、この660万円つきましては、当然それらの経費に

充当されるというふうに考えているところでございます。 

そういうことで、何とかこの定額給付金を、市の経済

対策といたしましても、ぜひ地域内に1円でも多く落と

していただくように、いま申し上げました商工会議所で

発行していただいています商品券を使いまして、ぜひ、

少しでも効果がある、そして経済の活性化が底上げがな

るということを目的に推進していきたいということでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

9番宍戸義美君。 

○9 番（宍戸義美君） このことにつきましては、何回

かこう説明を求めてまいりましたけれども、景気対策に

かかわる定額給付金はですね、市内で使って景気を回復

してほしいということで、今回、行政でも市内共通商品

券に1割上乗せした景気対策を支援するというふうな提

案でございますから、このことは本当に結構なことだと

いうふうに思ってございます。 

しかしいま、景気対策として動こうとしている金額は、

定額給付金をもとに行政との支援金額を含めてですね、

総額でさきほども話しありましたけれども、2 億円に近

い金額になるのかなというふうに私は受けとめておりま

すが、提案されております内容は、定額給付金に1億円

を限度として、市内の共通商品券に1割を上乗せさせて、

市民がですね、有効に買い物ができるという景気対策で

あります。 

そのような状況から市長に3点に分けてお尋ねをいた

しますけれども、1 点目には、市内の共通商品券の有効

活用を考えている市民がですね、1 億円で十分なのか不

十分なのか、今はまだわかりませんけれども、定額給付

金にかかわる対象を1億円を限度とした根拠について、1

点目にお尋ねをしたいと思います。 

2 点目には、いま国会では景気対策として、定額給付

金を貯金するというか、あたためることなく全額を使っ

て景気を回復させたいという一時的な給付金であります

が、富良野市では全額使わなくても、1 億円を使っても

らえれば景気は好転するという見解をなされているのか

お尋ねをいたします。 

3 点目には、まだ状況がわかりませんけれども、市内

の共通商品券の有効活用を考えている市民がですね、1

億円以上の希望者があったとする場合には、市民の公平

な対応に配慮しなければならない行政の姿勢として、市

内の共通商品券の支援に2次補正の対応が必要と、私は

思うのでありますが、今後の状況に対応する見解につい

てお尋ねをし、質問を終わりたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宍戸議員の御質問にお答えをさ

していただきたいと思います。 

この給付金にかかわる経済対策として、市は予算

1,000万を計上させていただきました。 

私は、それぞれ市町村でいろんな形でやっていますか

ら、それぞれの地域のあり方を前提にして、考えてやら

なければならないというのが、私の考え方であります。 

そこで、この経済対策は、商工会議所に対してという

ことではないということだけ、ひとつ御理解を賜りたい

と思います。 

市の経済対策でありまして、それに合わせて商工会と

共同作業でこれを実施していくというのが、この目的の

大きな形であります。 

そこをひとつまず御理解をいただきたいとこのように

思います。 

そういう中で、限度額という話が1点目にございまし

た。 

当然、このプレミア付の商品券のですね、いま使って

いる形の中でお聞きしてますと、市の一つには、敬老祝

い金が商品券で昨年からやっております。 

これ500万弱ぐらい。 

この流れを聞いてみますと、相当、500万が3倍も、4

倍にも活用されているというのが実態であります。 

それを、商品券を商店から商店へ、それぞれ交換状況で

回っていくということですから、ですから、そういう状

況づくりの中で、この効果というのは非常に大きい。 

ですから私は、今、御質問あった1,000万を限度とい

う形の中でそういう動きがどんどん出てこえば、その

1,000 万円の価値がですね、2,000 万円なり、あるいは

3,000 万円なり、あるいは、それ以上になる状況づくり

も出てくるのかなとこういう500万の敬老祝い金の使い

方の状況を、この2年間で見てみますと、そういう状況

が出てきているということですから、私はそういう一つ

の商工会議所と富良野市が経済対策として、そしてこの

地域で、それぞれの起爆剤になって、そういう運用され

る状況づくりが、私はこの市のやっている経済対策の大

きな役目であるとこのように考えておりますので、一応、

ある程度の金額を限定した形の中で活用していただきた

いと、このように考えているところでございます。 

それから、今後そういう状況の中にですね、2 次補正

でさらにふやしていく考えはないかと、こういう御質問

だったというふうに感じますけども、私は、経済対策と
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して、これだけが富良野市の経済対策ではないわけです

ね。 

ですから、いま、商工、中小あるいは零細企業に対す

る状況の中にはですね、この商工会、あるいは商工会議

所に加入することによって、金利の安い運営資金等を借

りれる状況づくりが1,000万までですね、借りれる状況

ができるわけです。 

ですから、そういう金利の安い状況で1,000万限度の

中身のですね、そういうものを活用していて事業に使っ

ていただくようなですね、そういう方向づけの経済状況

の支援をですね、これからの動向を見ながら考えていか

なければ。 

これも一つの大きな経済対策でございますので、私は

この定額給付金だけに限定して経済対策を進めるという

ことについては、これは今の現況については、1,000 万

という現況の中で考えておりまして、その他の経済対策

はまた、別な角度で考えていく必要があるとこのように

考えてるところでございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

9番宍戸義美君。 

○9 番（宍戸義美君） もう一度だけ確認をさせていだ

きますけれども、3点目にお聞きをいたしました、この1

億円以上の希望者があっても、いろんな角度から支援を

していくんだというふうなことで、2 次補正の考えはな

いんだというふうに、いま答弁があったというふうに受

けとめてございますけども、私はこのことによって、希

望者が1億円、1,000万ですか、以上おった場合に1,000

万で線引きしますと、希望者がですね、1 割もらえない

人がたくさんもしか出た場合、少ない場合はいいんです

けれど、出た場合には、もらえる人と、もらえない人と、

この恩恵に浴する人としない人がいる。 

そのことについては、ほかの関係で対応するからいい

んだというふうなことですけれども、これは、私はこの

ことだけをいうと、そういった不公平がでた場合には、

行政としてちょっと大変なことになるのかなというふう

に思いますけども、確認いたしますけれども、そのよう

なことが起きても2次補正はしないで、このままでやる

んだというふうなことでいくんだということで確認をし

たいと思います。 

○議長（北猛俊君） ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午前11時02分 休憩 

午前11時12分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の宍戸義美君の質問に御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 宍戸議員の御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 

まず今回のプレミアム分といたしまして、行政といた

しまして、1,000 万円を出すということで、まず決めさ

せいただいたところでございます。 

それから二つ目といたしましてはその中から、商工会

議所、商工会等と協議する中から、その1,000万円をぜ

ひ、だれもが少しでも、みんなが使いやすいということ

でいくと、今までの富良野市内共通商品券の例からいっ

ても、約5％がいいか、7％がいいか、10％がいいか、20％

がいいかという議論もあったわけですが、10％程度が 1

番妥当性があるんでなかろうかと、使いやすいのでなか

ろうかということで、その1,000万円が10％ということ

になりますと総額が1億、すなわちプレミアム分も含め

ますと1億1,000万になったということで、結果として

そういうことになったということでございますので、御

理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

7番横山久仁雄君。 

○7番（横山久仁雄君） 1点お聞きしたいんですが、市

の経済対策だということです。 

その上でお聞きをしたいんですが、以前の話ではです

ね、市内の大型店舗のうち2店舗については、これは利

用できませんということでした。 

当時はですね。現在それはどうなったのかということ

についてお聞きをしておきたいと思います。 

それからこれは、先ほどの市長の説明ではですね、こ

の商品券を使っていただくことによって、1億が2億に、

2億が3億にというのはですね、ぐるぐる、ぐるぐる回

ると。 

この回転数、回転率によって、1億が2億になったり、

1億が3億なったりするとこういう理解だというふうに

思うんですね。 

そうするとですね、これいつまでもぐるぐる、ぐるぐ

る回っているとですね、日本銀行券じゃないですから、

それこそインフレの状態が起きちゃうわけでね。富良野

市内だけで言えば。 

そういうことからいうと、そこの辺の説明もひとつし

っかりしていただきたいというふうに思います。 

この2点についてお伺いをしておきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 横山議員の御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 

まず、1 点目の市内の大型店で使えるとこ、使えない

ところもあるんではなかろうかということでございます
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が、もちろん、この富良野市内共通商品券につきまして

は、富良野の全部のお店が使えれるということには残念

ながら、なってございません。 

これは商品券を買わなければ、それで自分で買えるん

だからいいじゃないかということがありますが、その時

期には1,000円の分は商品券を買わなければね、プレミ

アム分はついてこないということになるわけですから、

そういった意味では、その方にとってはですね、そうい

う利用が制約をされるということについては、税の公平

性という意味でいえばいかがなものかなというふうに思

いますが、その辺のところの御説明をお願いしたいと思

います。 

その中でも、今お話のように市内の大型店につきまし

ては、使えれるところと、それから、残念ながら使えな

いところがあるというのは現実としてはそういうことで

ございます。 

使えないところもあるということは現実でございます。 

それから、2 点目の循環して商品券が循環するというこ

とでございますけど、実際、市内の小売店の声を聞きま

すとですね、やはり、この商品券が少しでも使われてで

すね、そして、実際にAのお店屋さんに払われる、そし

て、Aのお店屋さんがまたそれを例えば、Bのお店屋さん

で使うと、Bの方からCと、大体、お聞きしますとです

ね、1枚の商品券等々は、3回ぐらいはそういう形で使わ

れていくということで、お店屋さんとしてはですね、大

変やっぱり品物が動くという意味ではですね、非常にや

っぱり助かると。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 横山議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

商品券が使えれるところと、使えないところがあると

いうことは、先ほど答弁させていただいたところであり

ます。 

商工会議所会員が、608 商工会議所会員があって、現

在、この富良野市内共通商品券の取り扱えれるお店は

276店舗ということにお聞きしてございます。 これがいま横山さん言われるように、どんどん、どん

どん、どんどんなっていくとですね、これは帳簿上だけ

ということでいろいろあろうかと思いますけど、今の市

内の状況からではですね、大体2回から3回ということ

で、小さなお店屋さんではですね、やはりこれも大変助

かるんだということございますので、そういう面ではこ

の富良野市内で流通しています共通商品券も、大変そう

いう意味では、大きく寄与しているのではなかろうかな

というふうに考えているところでございますいます。 

またその内訳としましては、山部が35店舗、東山が3

店舗ということでなっているということでお聞きしてご

ざいます。 

またその中から、先ほど言った大型店舗も使えないと

ころもあるということでございます。 

しかし、これにつきましては、商工会、また商工会議

所さんもですね、今回のこの事業をすることによりまし

てもですね、それぞれの商店街、連絡、通り会等々にで

すね、ぜひまずこれらの説明をし、また、ぜひ商品券の

取り扱い店舗に加入してくれということもさらにお願い

するということで現実にそういうお話もしているようで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） それで、あとの後段の部分に

ついては、それぞれいろんな考え方があろうかと思いま

す。 

してもらっておりますので、また、その辺はですね、

ぜひ市民の方にもですね、いろんなところで品物を買う

なり、また自分の常時行っていない所は使えないという

場合もあろうかと思いますが、またそれは、いま申し上

げたですね、使えれるところでも使っていただきまして

ですね、少しでも小売店の経済の活性化、そしてしいて

はですね、市内の経済の循環、底上げに御協力を賜りた

いということでございますので、御理解を賜りたいと思

います。 

それで前段の部分のですね、利用店舗の関係です。 

市民の意見もいろいろ聞きますとですね、やっぱり、

もっぱら自分が利用していた店が使えないということに

なるとですね、その市民の側からすれば、つまり利用者

の側からすれば、自分たちの、自分もこれまで支払って

きた税金ということを考えたときに、税のある意味では、

何て言うのですかね、税を使っての1,000万ですから、

そうするとその分がですね、もっぱら自分が使ってきた

店、つまり日常生活の用品を購入したところで使えない

ということになると、それは自分達の税の公平性から言

うとですね、徴収は公平に、税の公平性からいって徴収

はきちんと公平に徴収いたしますと言いつつ、じゃあ、

その恩恵といったら語弊がありますけども、その利用が

できないということに不公平がないのかという意見もあ

ります。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） それで、肝心なとこなんです

けども、その取扱店舗となってですね、これを扱ってほ

しいということで、商工会議所が働きかけをしていると

いうことですけれども、これはですね、大事な部分は、

これを機会にですね、商工会議所に加盟をするというこ
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とが条件になっちゃうとですね、これは任意団体ですか

ら、ですから、そこら辺がですね、ただ取扱団体となっ

てくれと言ったときに、それは取り扱えないというんで

あれば、これはそれぞれの個店のね、選択ですからいい

んですが、そこのところがですねどのようになっている

のか、そこのところを教えていただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 御案内かと思いますが、商工

会議所というのは商工会議所法ということで定められて

ございまして、その中の第1条には、国民経済の健全な

発展を図りかねて、国際経済の進展に寄与するためとい

うこともございますし、また第4条の原則というところ

ではですね、商工会議所等は、営利を目的としてはなら

ないと、そういうような団体でもございます。 

結局、商工会議所でもですね、地域経済のために、ま

たは加盟されている小売店さんのために、そして、いま

申し上げたような目的のために推進しているとこでござ

います。 

そこで、今のお話しのように、これをですね、これを

するために会議所に無理やり入れとかですね、入らない

とかということよりも、これらの事業を通じて、一つ、

さきほども申し上げました目的は、何と申し上げまして

も定額給付金が少しでも地域の中に落とされて、そして、

それが循環をして、そして経済なり、それから、雇用な

りが進展し図られる、掘り起こしをされることが第1の

目的でございますので、その辺は商工会議所さん、また

は商工会さんも、それぞれの個店にですね、その辺の話

をさしていただいて、そしてぜひ協力をして、そしてみ

んなでこの事業を盛り上げて経済の活性化を図ろうとい

うことでやっているということでございますので、ぜひ

その辺を重ねて御理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

ございませんか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） はい、今の関連で質問させていた

だきます。 

このプレミアム商品券の期間、使用できる期間、それ

から、1 人、限度、買える限度額、これはどのような設

定で考えていられるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 宮田議員の御質問にお答えさ

せていただきますが、一つは、券の販売期間、それから

もう一つは、限度額と、1 人が買える限度額というふう

に思ってございます。 

今の段階では、この商品券の販売期間につきましては、

今の段階では、4月の19日から10月の1日を予定して

いるところでございます。 

それから購入の限度額でございますが、これにつきま

しても現在のところ、最高はお1人様5組までというこ

とでございますので、5万5,000 円になろうかと思いま

すが、5 組まで購入の制限をさしていただきたいという

ふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） お金が回ればいいんですけども、1

人5組ということで、今御回答ございましたけれども、

このですね、5 組の、この何て言うんですか、制限とい

うか、それをどのように管理というか、1人5組のとい

う、そこら辺というのはどのように管理するように考え

てられるんでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 今、宮田議員の再質問にお答

えさせていただきますが、今の御質問につきましては、

いわゆる1人の制限が5組ということで、1組が1万1,000

円でございますので、額面でいきますと5万5,000円と

いうことになりますが、これのチェックをどうするんだ

ということでございます。 

これにつきましては、確かにものを売るときにですね、

チェックをどうするかということが非常に大変な問題で

ございますが、実際問題といたしましては、この1人制

限5組までということにつきましては、チェックを名前

を書くとか、住所を書くとか、そういうことはしません

ので、実際問題といたしましてはだれだれさんが5組ま

でというのが、期間を通じて何組買われたかというチェ

ックは、実際問題としてはなかなか不可能なような状況

でございます。 

しかし、いま申し上げましたように限度が1億1,000

万ということで、1 万組ということでございますので、

購入のとき等々にはですね、紙等々で表示をさしていた

だきましてですね、お1人様5組までということで周知

をさせていただきたいと思ってございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） 申し訳ございません。 

先ほど1点目の答えの時の販売する期間の関係だった

んですけども、聞くのが間違えましたので、販売の期間

は10月1日までということなんですけど、これは使用で

きるのは、じゃあ販売いつまでということになりますで

しょうか。 

その点について。 
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○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 宮田議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

商品券の販売期間につきましては、先ほど申し上げま

したように、の期間でございます。 

また商品券の有効期間につきましては、4月の19日か

ら10月の31日までということで予定しているところで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第17 

議案第 44 号 富良野市議会議員の報酬及び費

用弁償等の支給条例の一部を改正する条例の

一部改正について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第17、議案第44 号、富良野

市議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例の一部を改

正する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） -登壇- 

議案第44号、富良野市議会議員の報酬及び費用弁償等

の支給条例の一部を改正する条例の一部改正につきまし

ては、地方自治法第112条及び富良野市議会会議規則第

13条の規定により、岡本議員を初め、6名の議員の御賛

同をいただき提案するものであります。 

本件は、本定例会2日目の議会改革特別委員会報告の

とおり、市の財政健全化に向けた市議会みずからの財政

努力の取り組みとして、平成21年度に支給される議員報

酬と、期末手当総額の10％相当額を当該年度の期末手当

てから削減しようとするものでございます。 

以下、その内容を御説明いたします。 

平成 21 年度に支給される議員報酬と期末手当の総額

10％に相当する額を、当該年度の期末手当から加算率

15％の停止と、支給月数1.05カ月分を減じることにより

削減しようとするものであります。 

条例の改正内容につきましては、平成20年一部改正条

例の附則に第3項を加え、見出しを平成21年度の期末手

当に関する特例措置とし、平成21年度において支給され

る期末手当に限り、6月支給分は報酬月額に100分の170、

12月支給分は100分の175の率を乗じて得た額とする規

定を追加するものであります。 

なお、この条例改正に伴う議員1人当たりの年間削減

額は、54万4,237円であり、総額では979万6,000円の

削減を想定しております。 

議員各位には何かと出費の多い昨今、大変恐縮に存じ

ますが、何とぞよろしく御審議の上、御賛同賜りますよ

うお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第18 

富良野市農業委員会委員の推薦について 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 日程第18、富良野市農業委員会委

員の推薦についてを議題といたします。 

本件は、3月31日をもって任期満了となる議会推薦委

員で農業委員会等に関する法律第12条第2項の規定に基

づくものであります。 

議会推薦、もとい、議会推薦農業委員選考について、

推薦委員長より結果の報告を願います。 

農業委員推薦委員長東海林剛君。 

○農業委員推薦委員長（東海林剛君） -登壇- 

農業委員会委員推薦委員会より御報告申し上げます。 

議会推薦の農業委員会委員が、平成21年3月31日を

もって任期満了となることに伴い、平成20年12月8日

付で市長より後任委員の推薦依頼があり、委員7名によ

る本委員会が設置されました。 

今回推薦委員は、農業委員会等に関する法律第12条第

2号に基づく学識経験を有する者4人以内となっており、

委員会では選考に当たって、まず選考方法について協議

を行い、地域割りなども考慮することを確認をいたしま

した。 

委員会では、地域の協議により選考された委員をもっ

て、議会推薦とすることで意見の一致を見たところであ

り、学識経験豊かな次の4名の方を推薦することに決定
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をいたしました。 

お名前を申し上げます。 

東富丘、藤野昭治氏、71歳。 

東学田2区、小川賀津博氏、54歳。 

山部南陽、吉中文也氏、52歳。 

西達布のぎく、中村行男氏、56歳。 

以上4名の方であります。 

以上、皆様の御賛同をお願い申し上げ、推薦委員会か

らの報告といたします。 

○議長（北猛俊君） ただいまの報告のとおり4名の諸

君を推薦することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

御異議なしと認めます。 

よってただいまお諮りのとおり推薦することに決しま

した。 

───────────────────────── 

日程第19 

富良野市議会常任委員会委員の選任について 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 日程第19、富良野市議会常任委員

会委員の選任についてを議題といたします。 

常任委員会委員の選任については、委員会条例第7条

第1項の規定に基づき議長において指名いたします。 

所属委員会及び氏名を職員をして朗読をいたさせます。 

事務局長藤原良一君。 

○事務局長（藤原良一君） 常任委員会委員の氏名を朗

読いたします。 

総務文教委員、宮田均君。大栗民江君。岡本俊君。天

日公子君。東海林孝司君。日里雅至君。 

次に、保健福祉委員、佐々木優君。千葉健一君。横山

久仁雄君。宍戸義美君。覚幸伸夫君。菊地敏紀君。 

次に、経済建設委員、広瀬寛人君。今利一君。大橋秀

行君。岡野孝則君。東海林剛君。北猛俊君。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） ただいま朗読のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました諸君を、それぞれ

常任委員会委員に選任することに決しました。 

───────────────────────── 

日程第20 

富良野市議会運営委員会委員の選任について 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 日程第20、富良野市議会運営委員

会委員の選任についてを議題といたします。 

議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第

7条第1項の規定に基づき、議長において指名いたしま

す。 

氏名を職員をして朗読いたさせます。 

事務局長藤原良一君。 

○事務局長（藤原良一君） 議会運営委員会の委員の氏

名を朗読いたします。 

佐々木優君。大栗民江君。千葉健一君。今利一君。岡

野孝則君。菊地敏紀君。東海林剛君。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） ただいま朗読のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よってただいま指名いたしました諸君を議会運営委員

会委員に選任することに決しました。 

───────────────────────── 

日 程 追 加 の 議 決 

──────────────────────── 

○議長（北猛俊君） この際、先ほど文書をもって提出

者岡本俊君ほか6名より、議会改革特別委員会設置につ

いての動議及び議会広報特別委員会設置についての動議

の提出がありました。 

所定の賛成者もあり動議は成立いたしております。 

この際、本件2件の動議を日程に追加し、議題とする

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よってこの際、本動議2件を日程に追加し議題とする

ことに決しました。 

───────────────────────── 

動議 

議会改革特別委員会の設置について 

─────────────────────―─――  

○議長（北猛俊君） 最初に、議会改革特別委員会設置

についてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） -登壇- 

議会改革特別委員会設置にかかわり提案説明を行いた

いと思います。 

ただいまお取り上げいただきました動議につきまして

は、各会派、政党の御賛同をいただき提出したものであ

り、私から御説明申し上げます。 

議会改革については、地方分権時代に即した議会のあ

り方と議会活動の活性化や議員定数等の問題を含め、よ

り市民に身近な議会であるためにはどうあるべきかとい

う課題を検討し、改善をするために平成17年第4回定例

会並びに改選後の平成19年第2回臨時会において設置さ

れたところであります。 
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これまでの協議により改選前の委員会は、議員報酬並

びに議員定数の削減、一般質問における一問一答方式の

導入、傍聴規則の改正、政務調査費、反問権の取り扱い

の整理などを具体化し、改選後の委員会においては、議

会開催告知ポスターの掲示、議会独自のホームページの

開設、議会広報の読みやすい紙面づくり、ラジオによる

議会情報の提供、反問権の取り扱いの整理、議員報酬の

削減などが具体化されたところでありますが、反問権、

議会報告会、議員定数、議員の政治倫理の明確化など10

項目が、今後の課題とされているところであります。 

議会広報特別委員会の設置について 

─────────────────────―─――  

次に、議会広報特別委員会設置についてを議題といたし

ます。 

提出者の説明を求めます。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） -登壇- 

ただいま、お取り上げいただきました動議につきまし

ては、各会派、政党の御賛同をいただき提出するもので

あり、私から御説明申し上げます。 

このことから、市民の信頼と負託にこたえていくため

には、さらなる改革を進める必要があり、特別委員会の

設置を提案するものであります。 

議会広報の発行につきましては、議会の活性化、改革

の一環として取り組み、平成11年からこれまでの発行は

41号を数えております。 

なお、委員会名を議会改革特別委員会とし、議員数は

7名をもって設置し、2年間の継続調査とされたく、あわ

せて提案するものでございます。 

この間、市民生活に直結する議会活動や情報を、議会

単独の広報として紙面の充実を図りながらお知らせでき

たことは、市民の議会への関心を高めるとともに、開か

れた議会運営を推進する上でも大きな役割を果たしてお

ります。 

以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願

い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（北猛俊君） ただいまの提案に対し御発言ござ

いませんか。 

このことから、市民にとって議会がさらに身近になる

よう、今後も継続した議会広報発行に向け、特別委員会

の設置を提案するものであります。 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） ないようですので、お諮りをいた

します。 

なお、委員会名を議会広報特別委員会とし、委員数は

7名をもって設置し、2年間の継続調査とされたく、あわ

せて提案するものであります。 本件については7名の委員をもって構成する議会改革

特別委員会を設置し、2 年間の継続調査といたすことに

御異議ございませんか。 

以上よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い

申し上げ、提案説明といたします。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） ただいまの提案に対し御発言ございませんか。 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 （「なし」と呼ぶ者あり） 

よって本件については7名の委員をもって構成する議

会改革特別委員会を設置し、2 年間の継続調査とするこ

とに決しました。 

○議長（北猛俊君） ないようですので、お諮りをいた

します。 

本件については、7 名の委員をもって構成する議会広

報特別委員会を設置し、議会広報の編集発行及び調査研

究に関する問題を付託の上、2 年間の継続調査とするこ

とに御異議ございませんか。 

議会改革特別委員会の委員につきましては、委員会条

例第7条第1項の規定により、本職より御指名いたしま

す。 

それでは、佐々木優君。大栗民江君。岡本俊君。天日

公子君。岡野孝則君。菊地敏紀君。東海林剛君、以上 7

名の諸君であります。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件については、7 名の委員をもって構成する

議会広報特別委員会を設置し、2 年間の継続調査とする

ことに決しました。 

お諮りをいたします。 

ただいま指名いたしました7名の諸君を選任すること

に御異議ございませんか。 議会広報特別委員会の委員につきましては、委員会条

例第7条第1項の規定により、本職より御指名いたしま

す。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

それでは、佐々木優君。大栗民江君。今利一君。千葉

健一君。大橋秀行君。覚幸伸夫君。東海林孝司君、以上

7名の諸君であります。 

よって、ただいまお諮りのとおり決しました。 

なお、本特別委員会が調査のため市外に派遣の必要が生

じた際には、議長においてこれを処理いたしたいと思い

ますので、御了解願います。 お諮りをいたします。 

ただいま指名いたしました7名の諸君を選任すること

に御異議ございませんか。 

───────────────────────── 

動議 

 - 157 -



（「異議なし」と呼ぶ者あり） 我が国のB型、C型ウイルス肝炎患者、感染者数は350

万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的対

策が求められている。 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいまお諮りのとおり決しました。 

なお、本特別委員会が調査のため市外に派遣の必要が生

じた際には、議長においてこれを処理いたしたいと思い

ますので、御了解願います。 

多くの患者は、輸血、血液製剤の投与及び針、筒連続

使用の集団予防接種等の医療行為によって、肝炎ウイル

スに感染した。 

この際、各委員会開催のため午後2時まで休憩いたし

ます。 

その中には、医療、薬務、血液行政の誤りにより感染

した患者も含まれており、まさに医原病といえる。 

─────────────── B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝ガンに移行

する危険性の高い深刻な病気である。 午前11時45分 休憩 

午後 2時00分 開議 肝硬変、肝ガンの年間死亡者数は4万人を超え、その

9割以上が、B型、C型肝炎ウイルスに起因している。 ─────────────── 

○議長（北猛俊君） 午前中に引き続き会議を開きます。 また、既に肝硬変、肝ガンに進行した患者は、長期の

療養に苦しみ生活基盤を失うなど経済的にも多くの困難

に直面している。 

休憩中に開かれました各常任委員会、議会運営委員会

及び議会改革特別委員会、議会広報特別委員会より、委

員長、副委員長の互選の結果について報告がありました

ので、事務局長より報告をいたさせます。 

平成 20 年度から国の新しい肝炎総合対策がスタート

したが、法律の裏づけがない予算措置であるため、実施

主体である都道府県によって施策に格差が生じている。 事務局長藤原良一君。 

○事務局長（藤原良一君） 御報告いたします。 適切なウイルス性肝炎対策を全国規模で推進するために

は、肝炎対策に係る基本理念や、国や地方公共団体の責

務を定めた基本法、根拠法の制定が必要である。 

総務文教委員会委員長、岡本俊君。副委員長、東海林

孝司君。 

保健福祉委員会委員長、千葉健一君。副委員長、佐々

木優君。 

よって国においては、すべてのウイルス性肝炎患者救

済のため、下記事項について緊急に施策を講じるよう強

く要望する。 経済建設委員会委員長、東海林剛君。副委員長、岡野

孝則君。 記 1、ウイルス性肝炎対策を全国規模で等しく推進す

るために、肝炎対策のための基本法を早期に成立させる

こと。 

議会運営委員会委員長、菊地敏紀君。副委員長、今利

一君。 

議会広報特別委員会委員長、東海林孝司君。副委員長、

佐々木優君。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出

いたします。 

議会改革特別委員会委員長、東海林剛君。副委員長、

岡本俊君。 

議員皆様の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

以上のとおり互選された旨、報告がございました。 ○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

以上でございます。 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） ───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

日程第21 

意見案第２号 肝炎対策のための基本法の制

定を求める意見書 討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 ───────────────────────── 

本件に御異議ございませんか。 ○議長（北猛俊君） 日程第21、意見案第2号、肝炎対

策のための基本法の制定を求める意見書を議題といたし

ます。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 提案者の説明を求めます。 

直ちに関係機関に送付いたします。 4番大栗民江君。 

───────────────────────── ○4番（大栗民江君） -登壇- 

日程第22 意見案第2号、肝炎対策のための基本法の制定を求め

る意見書。 意見案第３号 季節労働者対策の強化を求め

る意見書 天日議員ほか5名の皆様の賛同をいただき、提出する

ものでございます。 ───────────────────────── 
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○議長（北猛俊君） 日程第22、意見案第3号、季節労

働者対策の強化を求める意見書を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

1番佐々木優君。 

○1番（佐々木優君） -登壇- 

意見案第3号、季節労働者対策の強化を求める意見書

につきましては、今利一議員ほか5名の皆さんの賛同を

得て提出いたします。 

今、世界的な金融、経済危機の影響が日本にも及び、

雇用、失業情勢は急速に悪化をしております。 

北海道内においても派遣労働者や期間従業員の解雇や、

倒産などによって失業者が増大しており、本州で職を失

った労働者が少なからず北海道に帰ってきております。 

同時に北海道の季節労働者の実態も深刻です。 

季節労働者の冬季間の雇用と生活を支えてきた冬期技

能講習など、国の季節労働者冬期援護制度が廃止され、

雇用保険法の特例一時金が40日分に削減されました。 

季節労働者は、わずか20万円前後の特例一時金だけで

厳寒の3から4カ月を生活しなければならないという、

生存さえ危ぶまれている深刻な事態となっております。 

健康保険や年金の保険料を払えない季節労働者がふえ

ており、このままでは命と老後を脅かすことになりかね

ません。 

政府、厚生労働省は2007年度から、通年雇用促進支援

事業などを実施していますが、予算規模が十分とはいえ

ず、労働者の所得保障にかかわるものは認めないため、

有効な対策となっておりません。 

そして、これらの施策は平成21年度までの事業とされ

ております。 

通年雇用化は当然必要なことであるが、現下の厳しい

雇用情勢のもとでは季節労働者は冬期間の雇用がないば

かりか、通年を通しての失業が広がっています。 

抜本的な雇用失業対策が求められているいま、季節労

働者対策においても政府が以下必要な措置を講ずるべき

であります。 

一つとして、雇用保険特例一時金をさし当たって、50

日分に戻すこと。 

二つ目、通年雇用促進支援事業について季節労働者の

実態に即した改善を図るとともに、追加対策を講ずるこ

と。 

三つ目、また平成22年度以降季節労働者の冬期失業に

対する公的就労と所得保障など実効ある新たな制度を創

設すること。 

四つ目、地域経済を下支えし、雇用効果の大きい生活

密着型の公共事業を拡大すること。 

そのために、政府として地方自治体の財源確保の措置

を講ずること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出い

たします。 

賛同いただけますようによろしくお願いいたします。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

直ちに関係機関に送付いたします。 

───────────────────────── 

日程第23 

意見案第４号 中山間地域等直接支払い交付

金制度の継続に関する意見書 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第23、意見案第4号、中山間

地域等直接支払い交付金制度の継続に関する意見書を議

題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） -登壇- 

中山間地域等直接支払い交付金制度の継続に関する意

見書は、菊地敏紀議員ほか、5 名の賛同を得て提出する

ものでございます。 

中山間地域等直接支払い交付金制度については、農業

生産条件が不利な地域において、農業生産の維持を図り

ながら、多面的機能の維持を図ることを目的に、平成12

年より5カ年間実施され、さらに平成17年より平成21

年度まで新たな5カ年対策として実施されております。 

北海道農業においては、本制度の実施により、耕作放

棄地の発生防止、集落・地域活動の活性化、国土保全な

ど多面的機能の維持、生産性・収益性向上などに大きな

成果を発揮しているが、仮に実施期間終了をもって制度

が打ち切られた場合、農業生産活動や地域社会の維持に

大きな支障をきたすことが懸念されております。 

ついては、平成22年度以降の中山間地域等直接支払い

交付金制度の継続に向け、下記のとおり要望するもので

ございます。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出

するものでございます。 

議員各位の御賛同を心よりお願い申し上げまして、提

案にかえさせていただきます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

○議長（北猛俊君） 本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

直ちに関係機関に送付いたします。 

───────────────────────── 

日程第24 閉会中の所管事務調査について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第24、閉会中の所管事務調査

についてを議題といたします。 

本件について、委員長よりの申し出を職員に朗読いた

させます。 

庶務課長鵜飼祐治君。 

○庶務課長（鵜飼祐治君） -登壇- 

議会運営委員長からの所管事務調査の申し出を朗読い

たします。 

事務調査申出書。本委員会は閉会中、下記の件につい

て継続調査を要するものと決定したので申し出ます。 

調査番号、議運調査第1号、調査件名、定例会及び臨

時会の会期及び運営に関する調査について、任期中の継

続調査とする。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

ただいま朗読報告のとおり、閉会中の事務調査につい

て決定いたしたいと存じます。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって申し出のとおり、閉会中の事務調査を許可する

ことに決しました。 

───────────────────────── 

閉 会 宣 告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 以上で本日の日程を終わり、本定

例会の案件はすべて終了いたしました。 

これをもって、平成21年第1回富良野市議会定例会を

閉会いたします。 

 

午後 2時13分 閉会 
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